
◎「更新講習会」「更新手続き」時期に、KICKOFFよりメールにてご案内いたします。
※新規取得者にも更新講習会のご案内が送信される場合があります。
※住所変更された場合は、変更入力を忘れずに行ってください。
※メールアドレスは正確にご登録ください。
※メールが届かない方は、ドメインが特殊なため迷惑メールフォルダに入っている可能性があります。
※スマートフォンの機種変更やPCの買い替えなどでメールが届かなくなった方は
　「auto_notice@mail.jfaid.jfa.jp」ドメインからのメールを有効にする設定へ変更してください。

【KICKOFF】審判員資格登録手続きの流れ
※審判資格を新規で取得するには、実地の新規認定講習会の受講が必要です。JFAラーニングでの新規取得はできません。

新規登録者
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更新対象審判員が次年度も審判活動を必要とする場合

新規認定後、次年度も審判活動を必要とする場合
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JFAラーニング（3級・4級）
※次年度登録料先払い
JFAラーニング（3級・4級）
※次年度登録料先払い

JFAラーニング（3級・4級）の開催時期は
10月～翌年3月上旬を予定

JFAラーニング（3級・4級）の開催時期は
10月～翌年3月上旬を予定
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